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アメリカ合衆国最高裁判所刑事判例研究

被告人に不利な妻の法廷外供述の

許容性と証人対面権

一Crawford　v．Washington，541U．S．36（2004）一

1　はじめに

　アメリカ合衆国（連邦）憲法修正6条のいわゆる「対面条項（Confronta－

tion　Clause）」は，「すべての刑事訴追において，被告人は，自己に不利な証

人との対面を求める……権利を有する（ln　all　criminal　prosecutions，the

accused　shall　enjoy　the　right．＿。．to　be　confronted　with　witness　against

him）」と規定する（、）。

　対面条項をめぐる問題の1つに，公判廷外でなされた供述を証拠として許容

できるか，という問題がある（2）。この問題については，合衆国最高裁判所（連

（1）　U。S．CoNsT．AMEND．VL

（2）　アメリカの対面条項に関する邦語文献として，山田道郎「対面と伝聞」法律

　論叢53巻1・2号127頁（1980年），同「対面条項と伝聞法則　　　『オハイオ州

　対ロバーツ』判決を中心にして一」法律論叢56巻4号129頁（1983年），同

　「対面条項の理論的考察」法律論叢57巻4号149頁（1984年），津村政孝「証人

　対審権の歴史的展開一一連邦証拠規則研究のための準備作業一」学習院大学

　法学部研究年報19号151頁（1984年），同「最近の連邦最高裁判決における証人

　対審条項と伝聞法則」学習院大学法学部研究年報24巻243頁（1989年），同「ア

　メリカ連邦刑事手続における捜査過程で作成された供述書面の取扱い」学習院

　大学法学部研究年報26号229頁（1991年），岡上雅美「性的虐待の被害者たる子

　供の法廷外供述の採用とアメリカ合衆国憲法修正6条の対質条項」比較法学27

　巻2号51頁（1994年），松原芳博「公判廷外の供述の証拠としての許容性と修

　正6条の対質条項」九州国際大学法学論集2巻2号126頁（1995年），同「証人

　対質条項と伝聞法則をめぐる問題状況一性犯罪の被害者である子供の供述に

　関する近時のアメリカ合衆国連邦最高裁の諸判例を手掛かりとして一」鈴木

　義男先生古稀祝賀『アメリカ刑事法の諸相』225頁（成文堂，1996年），堀江慎
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邦最高裁）の下したRoberts判決が，先例として長期にわたって確立してい

た（3）。これによれば，原供述者が証人として利用不能であること

（unavailability）と，供述が信頼性の徴愚（indicia　of　reliability）を帯びて

いることとが認められる場合，証言の許容性は，証人対面権によっては妨げら

れない。信頼性の徴愚が認められるためには，証拠が定着した伝聞例外

（firmly－rooted　hearsay　exception）にあたるか，さもなければ証拠について

信用性の個別的保障（particularized　guarantees　of　trustworthyness）が認め

られなければならない。

　連邦最高裁は，以下にみる本判決によって，Roberts判決に重大な変更を加

えた（4）。

　司「証人審問権の本質について（一）一（六・完）一アメリカにおける議論

　を中心に一」法学論叢141巻1号1頁，同2号1頁，同3号1頁，同4号1
　頁，同5号1頁，142巻2号1頁（1997年），同「アメリカの刑事公判における

　テレビ尋問制度について」法学論叢148巻3・4号297頁（2001年），清水真「対

　質権条項に関する考察」東京国際大学論叢経済学部編22号123頁（2000年），島

　田良一「量刑手続と被告人の『対面権』」阪大法学54巻4号1061頁（2004年）等

　参照。

（3）S660hiov．Roberts，448U．S．56（1980）［紹介，鈴木義男編『アメリカ刑事

　判例研究第二巻』105頁〔中空壽雅〕（成文堂，1986年），渥美東洋編『米国刑

　事判例の動向III』297頁〔安冨潔〕（中央大学出版部，1994年）］．山田・前掲注

　（2）「対面条項と伝聞法則」129－151頁，津村・前掲注（2）「歴史的展開」203－

　211頁，堀江・前掲注（2）「証人審問権」（一）14－17頁も参照。

（4）なお，本判決に関連する文献としては，例えば，以下のものがある。Ross

　Andrew　Oliver，7セs励乞o痂α」伽総砂召s云h6B召sゑsヵ7助6π（珈痂o％＝丁吻

　Z宛彪鴬ε（7ガoη　6ゾ孟h6Coψo伊zたzあ07z　C名‘zz硲6‘z％4E6諾67とzl　R％1θ（ゾEz雇4（3π06　703

　4召7C窺卿名‘1鉱肱sh劾g渉o％，55HAsTINGs　L．J．1539（2004）l　Thomas　J．

　Reed，Cm卿名4鉱肱h初8ホo％伽4孟hθ乃（7窃吻槻616B泥盈40鰯zげαU痂oκ」

　S4）‘襯z劾zg云h6Coψo銘孟とzあo％C彪欝6〃o解孟h6石彰8鴬¢yノ～z‘」6，56S．C。L．REv．

　185（2004）；Miguel　A．Mendez，C駕蜘毎肌肱hづng孟o％J　A　C魏伽6，57

　STAN．L　REv．569（2004）l　Bradley　Morin，So勧6¢C観吻わ名4観47セs渉加o一

　銘毎1∬αz究sのノ’∠4ρφ砂初g云h6Coψo，zたzあo％C砺zお6云〇五‘z60πz孟o穿R4）oπs，85B．

　U．L．REv．1243　（2005）；Daniel　J．Capra，∠4窺6％4伽g飾6飽α鴬の’翫o勿孟勿％

　カ7Z）θ謡‘襯zあo％s㎎とz∫％s！P6，z‘zJ1力陀％s≠1，z孟hθ肱た6の〆Cπz祝グわ猶げ，105C《）LUM．

　L　REv．2409（2005）l　Laurie　E　Martin，Chげ14∠46％sε曜物θss　P窺60孟加s

　Ooψo多z云C鵤蜘名4鉱肱sh初g云o％，391ND．L　REv．113（2005）；Joshua　Deah1，

　1効‘”z4づn91ηo功髭z‘名召躍髭hoz‘渉S‘zo彫濱πg　Co吻o％たzあ09z4召7　C形z｛グわ名4，104

　MlcH．L　REv．599（2005）l　Tom　Lininger，P7ηs60％枷gβ厩6名爾φ67C観ω一
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II事案の概要

　上告人マイケル・クロフォード（Michael　Crawford，以下クロフォード）

は，その妻シルビア・クロフォード（Sylvia　Crawford，以下シルビア）に強

姦を試みたとされるリー（Richard　Rubin　Kemeth　Lee）を，リー宅にて刺し

た。警察は同夜クロフォードを逮捕し，夫妻に対して個別に，数時間の間隔を

あけて各2回ずつ尋問を行った。タロフォードの第2供述によれば，数週間前

の強姦の件を思い出したタロフォードが腹を立て，夫妻でリーを探しに家を出

たところ，リー宅にて彼を見つけ格闘になり，リーは胴部を刺されクロフォー

ドは手に傷を負ったという。シルビアの供述は，格闘に至るまでの経緯につい

てはクロフォードの供述と概ね一致しているが，格闘自体については食い違い

を認めることができる。クロフォードがリーに暴行を加えた時点でリーが武器

を手にしていたかどうか　　この点は，正当防衛の成否にかかわる　　につい

て，クロフォードは肯定し，シルビアは否定したといえるのである（5）。

　ノb毎，91VA．L．REv．747（2005）．また，邦語文献で本判決に言及するものとし

　て，浅香吉幹ほか「座談会二合衆国最高裁判所2003－2004開廷期重要判例概観」

　アメリカ法2004年2号257－263頁参照。

（5）　タロフォードは格闘について以下のように供述した。「問：ところで，［リー

　の］手に何かがあるのを見たか。」「答二見たと思うが，自信はない。」「問：で

　は，見たと思う，とはどういう意味か。」「答：すべてが起こってしまう前，い

　や直前に，彼が何かを手に取ろうとしていたのを見たのは確かだ。彼は何かを

　手に取ろうとして，下半身のあたりで手を動かすか何かしたようだった。……

　そして私はちょうど……わからないが，思うに，これは可能性としてだが，だ

　が思うに，思うに彼は何かを引っ張り出してきた。私はそれを奪い取ろうとし

　て怪我をしたのだ。……しかし自信はない。私は，私は，こんなことが起きて

　あたまが真っ白だ。私が言いたいのは，そう私は，出来事を正確には覚えてい

　ない，今となっては私の記憶している出来事はわけがわからない。」

　　シルビアは格闘について以下のように供述した。「問二Kemy〔＝リー〕は

　暴行に対する反撃として何かしたか。」「答二（思案して）彼はポケットに手を

　伸ばした……それとも何か……何かはわからない。」「問二それは，刺された後

　か。」「答二彼はマイケルが近づいて来るのを見た。彼は手を振り上げた……彼

　の胸部はがら空きで，彼は手を叩くか何かしに行こうとしたのかもしれない，

　そうしたら（聞き取れず）。」「問：オーケー，はっきりとしゃべって。」「答ニ

　オーケー，彼は手を頭上に振り挙げた。それはたぷん，マイケルの手を叩くか

　何かのためだった。そして，彼は手を自分の，彼は右手を自分の右ポケットに



英米刑事法研究（4）　　207

　ワシントン州は，兇器による第1級暴行および兇器による第1級謀殺未遂の

罪でタロフォードを起訴した。事実審裁判所において彼は，正当防衛を主張し

た。そして彼は，ワシントン州の定める婚姻関係に基づく特権（marital　pr坪

ilege）に基づいて（6），公判においてシルビアが証言することを拒否した。こ

の特権は，一方の配偶者の同意を欠く場合の，他方の配偶者の証言を妨げるも

のであり，クロフォードも訴追側も，シルビアに証人喚問を請求することはな

かった。しかしこの特権は，配偶者による公判廷外の供述が伝聞例外の下で許

容される場合，その供述には及ばない（7）。そこで訴追側は，刑事上の利益に反

する供述の伝聞例外を主張した。シルビアの供述は，彼女自身の共犯者として

の罪責を示すものであり，そのような嘘をつくとは考えにくい，というのであ

る。こうして訴追側は，シルビアの警察に対する供述の録音テープを，突き刺

し行為が正当防衛でなされたわけではないことを示す証拠として提出しようと

した。これに対してクロフォードは，連邦憲法修正6条の定める，自己に不利

な証人との対面を求める権利の侵害を主張した。事実審裁判所は，信用性の個

別的保障を肯定して，シルビアの供述記録を証拠として許容した。検察は録音

テープを再生して陪審に聞かせ，陪審はクロフォードを第一級暴行の罪で有罪

とした。

　ワシントン州控訴裁判所が，シルビアの供述に信用性の個別的保障が認めら

　突っ込んで……後ずさりした……マイケルは彼のところまで行って刺した……

　その時彼の手はまるで……どう説明しようかしら……両腕を広げて……両手を

　開きながら倒れた……そして私達は逃げた（握りしめた両手を開き，手のひら

　を攻撃者に向けた様子を説明しながら）。」「問ニオーケー，両手を開いてそこ

　に立っていたというのは，Kennyのことか。」「答：はい，ことの後，後で，

　そうです。」「問二あなたは，その時点で彼の手に何かがあるのを見たか。」

　「答：（思案して）ん一ん一（いいえ）。」

（6）ワシントン州法（Revised　Code　of　Washington§5．60．060（1）（1994））は，

　「夫は，妻の同意なくしては，妻の利益又は不利益に関する審問を受けない。

　妻は，夫の同意なくしては，夫の利益又は不利益に関する審問を受けない。

　　・・」と規定する。

（7）Statev．Burden，120Wash．2d371，377（1992）は，「配偶者の法廷外供述を

　聞いた第三者がそれについて証言する場合に，そのような証言を証拠排除した

　のでは，婚姻関係に基づく証言拒否特権の背後にある目的は達せられない。そ

　のような証言を証拠として許容することは，Revised　Code　of　Washington

　§5．60．060（1）の侵害にはあたらない。」とする。Revised　Code　of　Washing－

　ton§5．60．060（1）につき，前注（6）参照。
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れないことを理由として原判決を破棄したのに対し，ワシントン州最高裁判所

は，夫妻の供述が相互補強的であることを理由として信用性の個別的保障を肯

定し，有罪を復活させた。このため，クロフォードにより連邦最高裁に上告が

なされた。連邦最高裁は，州がシルビアの供述を使用したことについての対面

条項違反の有無を判断するため，裁量上告を受理した。

m　判決の要旨

　連邦最高裁は，妻の供述記録の許容は証人対面権侵害にあたるとして，原判

決を破棄・差戻した。スカリア裁判官執筆の法廷意見は（8），対面条項の歴史を

詳細に検討した上で，そこに，決定的な重要性を見出すものといえる。そこで

以下では，歴史的検討の部分も詳しくみた上で（g），判決の大要を示すことにす

る。

　（1）被告人に「不利な証人“witness　against”」という憲法上の文言は，

公判において証言する者のみを意味すると読むこともできるが，およそ公判に

提出される供述を行った者を意味すると読むこともでき，また，これらの中間

的な何者かを意味すると読むこともできる。この文言の意義を明らかにするた

めには，本条項の歴史的背景にさかのぼらなければならない。

　告発者（accuser）と対面する権利というものは，ローマ時代にさかのぼる

概念であるが，建国の世代にとって，この概念の直接的な典拠は，コモン・ロ

ーであった。コモン・ローと大陸法とでは，昔から，刑事裁判における証人の

証言方法の点で相違がある。コモン・ロー上は，生の証人（1ive　testimony）

が裁判所において当事者対抗的な尋問に服するという伝統がある一方で，大陸

法上は，司法官吏（judicial　officers）による非公開の尋問下の供述が証拠と

して許容されるのである。

しかし，イングランドにおいても大陸法的慣習が行われたこともある。治安

判事その他の官吏が，公判に先立って被疑者を尋問したのである。生の証人を

用いる代わりに，尋問下で得られた供述が裁判所で朗読された。このため，被

（8）スティーヴンス，ケネディ，スーター，トーマス，ギンズバーグ，ブライヤ

　ー各裁判官同調。

（9）歴史の叙述は主として判決文に依拠する。対面条項の歴史的起源につき，津

　村・前掲注（2）「歴史的展開」156－165頁，堀江・前掲注（2）ヂ証人審問権」

　（一）4－6頁参照。
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告人が自己に不利な証人を面前に連れて来るよう要求するという事態が生じた

のである。

　16世紀，メアリー女王の治世下で通過した2つの制定法の下で，公判前の尋

問（pretrialexaminations）が慣例となった。すなわち，保釈に関する法律お

よび陪審審理付託決定手続に関する法律（bail　and　committal　statutes）によ

り，治安判事は，重罪事件において被疑者と証人を尋問し，その成果を裁判所

に認証することを求められたのである。そのような供述が証拠として用いられ

るようになったことは，大陸法的な手続の採用を意味する。

　大陸法的な手続きと関連する非常に悪名高い事件が，16世紀および17世紀の

政治裁判に現れている。1603年，SirWalterRaleighの反逆罪を理由とする裁

判は（、。），その1つである。彼の共謀者と伝えられるLord　Cobhamは，枢密

院の面前での尋問において，Raleighの犯罪への関与について供述し，それが

陪審に朗読された。Raleighは，Cobhamが保身のため嘘をついたと主張し，

「Cobhamは絶対的に王の慈悲の中にいる。彼は，私への嫌疑をはらすのに役

には立たない。私を告発することで，彼は助かろうとしているのだ。」と述べ

た。Cobhamが供述を撤回するであろうと考えたRaleighは，裁判官に対し

て彼の出廷を要求した。「コモン・ローの立証は証人と陪審によって行われる

ものである。Cobhamをここに連れて来て，語らせろ。私を告発する者を，

私の面前に連れて来い……。」裁判官はこれを拒否し，Raleighは死刑判決を

受けた。

　この悪弊を絶つため，イギリス法は，一連の制定法改革および司法改革を通

じて，対面権を発展させた。例えば反逆罪法は，証人に対して，被告人の罪状

認否手続において「面と向かって」被告人と対面することを要求している。裁

判所は，証人が証言できないことが明らかな場合に限って尋問下の供述を証拠

として許容することで，利用不能性に関する比較的厳格なルールを展開した。

学説の中にも，被疑者の自白について，自身に対してしか許容されえず，共犯

者に対しては許容されえない，と述べたものがある。

　繰り返し問題となることがある。公判に先立って行われた尋問下で供述が得

られたが，その証人が公判では利用不能な場合，その供述の許容性は，被告人

がその証人を反対尋問する機会を得たかどうかに左右されるか，という問題で

ある。1696年，王座裁判所は，King　v　Paineという文書による名誉殿損の軽

（10）S66Crawfordv．Washington，541U．S．36，43－44（2004）（σ％o枷g2How．

　St．Tr．1（1603））．



210　　比較法学39巻3号

罪事件において，この問いを肯定した（、1）。王座裁判所は，証人が死亡したと

しても，「市長の面前で［供述が］採取された時に在席していなかった被告人

は……反対尋問の利益を喪失した」のであって，その供述は証拠として許容さ

れないと判示した。この問題は，Sir　John　Fenwickに対して行われた，私権

剥奪法に基づく悪名高い訴訟手続の際にも，詳細に論じられた（、2）。この事件

においては，尋問の後，証人が誘拐されたのであるが，Fenwickの弁護士は，

尋問下での供述を証拠として許容することに対して，Fenwickが反対尋問の

機会を持たなかったことを理由として異議を唱えた。にもかかわらず当該尋問

は，接戦となった投票の末，証拠として許容された。このような証拠は許容さ

れないのが通常であるとさえ述べた者がいたにもかかわらず，列席の幾人か

が，手続に関するコモン・ロー上のルールは国会における私権剥奪手続には適

用されないと述べた結果であった。本件を通じて，反対尋問権の重要性を一般

大衆の意識に焼き付けるべきであった，といえよう。

　Paine判決は，反対尋問の事前的機会を要求するというルールを，コモン・

ローの問題としたが，疑問も残されていた。メアリー女王の制定法が，重罪事

件における例外を規定しているかどうかについての疑問である。この制定法

は，尋問から得られた供述が証拠として許容されるための要件を明らかにして

おらず，反対尋問を行う事前的な機会は要求されていないと考えた者もいる。

このような見解を述べた者の多くが認めていたところによれば，それは，この

制定法がコモン・ローの権威の失墜していた時期のものだという趣旨である。

にもかかわらず，1791年まで（修正6条が批准された年まで），裁判所は，重

罪事件における治安判事による尋問に対しても，反対尋問ルールを適用してい

た。19世紀初頭，学説においても，この要請が確認された。イギリス議会が

1848年に法改正を行ってこの要請を明示した時，変更は単に，法の公正な解釈

によって，被告人に対して既に与えられていたところのものを明確にもたらし

たにすぎない，とされた。

　論争的尋問（controversial　examination）の慣行は，植民地においても行

われた。例えば，18世紀初頭，ヴァージニア州参議会（VirginiαCounci1）は

州知事に対して，「一方当事者たる特定の人々にとって不利な証人を尋問する

ために，私的に命令を発し」たとして異議を申し立てた。ヴァージニア州参議

会はその際，「訴追された人物は，彼を中傷する人物と対面することが許され

（11）S66」4．at45（卿o枷g5Mod．163，87Eng．Rep．584）．

（12）　So召づ4．（g％o励g13How．St．Tr．537，591－592（H．C．1696））．
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ないし，彼を中傷する人物から自己を防衛することが許されないではないか」

と主張した。革命の10年前，イングランドは，印紙税法（Stamp　Act）違反に

ついての管轄権を海事裁判所に与えたが，海事裁判所はコモン・ローよりも大

陸法に従っており，そのため証言録取書や非公開の司法尋問による証拠が慣行

的に採用された。植民地の議員らは，この法律は，海事裁判所の管轄権を古く

からの制限を超えて拡張する点で，自分達の権利を奪うものであるとして抗議

した。John　Adamsは，注目を集めた海事事件において1人の商人を弁護し

て，こう論じた。「質問書（lnterrogatories）による証人の尋問は，大陸法の

下でしかなされない。質問書はコモン・ローにおいては未知のものであり，イ

ギリス人およびコモン・ローの法律家には，それらに対する憎悪とまではいか

ないまでも，嫌悪感がある」と。

　革命期付近に採択された様々な権利宣言が，対面権を保障した。しかしなが

ら，建議された連邦憲法はそうではなかった。マサチューセッツ州の憲法修正

案の承認に関する憲法会議（Massachusettsratifyingconvention）において，

Abraham　H：olmesは，この怠慢が大陸法の慣行をもたらしうることをまさに

根拠として異議を唱えた。「公判の方式は全く未確定のままである。……［被

告人が］証人と対面することが許されることになるのかどうか，そして反対尋

問の利益を享受するのかどうか，我々にはまだ知らされていない……我々は，

権力に取りつかれた議会が，スペインの裁判所よりも不吉な裁判所を設けるこ

とを可能にするのを見ることになる。……糺問（Inquisition）である。」これ

と同様に，匿名のFederal　Farmerに執筆した1人の卓越した反連邦主義者が，

裁判地の権利（vicinageright）の欠落に異議を唱える一方で，「書面による証

拠」の使用を批判して，「証人［を］反対尋問すること，及び，一般的に陪審

員の面前で問題となっている事実を反対尋問することよりも重要なものはあり

えない……書面による証拠……［は］……ほとんど役に立たないといってよ

い。書面による証拠は，一方当事者のもとでのみ採取されることが多いに違い

ないし，真実の適切な開示をもたらすことは稀である。」と述べた。第一回連

邦議会は，対面条項を提案に盛り込み，それが修正6条となった。

　初期の州の判決は，コモン・ロー上の権利の本来的理解に光を当てていた。

修正6条の採用から3年後に下されたState　v．Webb判決は（、3），被告人に不

利な証言録取書を朗読することができるのは，その証言が被告人の面前で採取

（13）S862N．C．103（1794）．
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された場合に限られると判示した。イギリスの先例による非常に広い解釈を否

定して，裁判所は，「何人も，反対尋問の自由を与えられなかった証拠により

偏見を受けることはないとするのは，コモン・ロー上のルールであり自然的正

義に基づくものである。」と判示した。

　これと同様に，State　v。Campbel1事件判決においてサウス・カロライナ州

の最高裁判所（highest　law　court）は（、4），被告人不在の際に検屍官（coro－

ner）によって採取された証言録取書を証拠排除した。裁判所は，「仮に我々

が，コモン・ロー上の確立したルールに則ってこの問題を解決するのであれ

ば，反対の声は上がらないであろう。証人が死亡していようと，証言録取書を

採取した裁判所は尊敬に値しようと，それが正しい手続を踏襲していたとして

も，そして証言が重要だったとしても，本件証言録取書は一方的に採取された

ものであるから，全く証拠能力を有しないのである。」と判示した。この裁判

所によれば，「およそ訴追は，被告人の有罪に向けて，被告人と対面し被告人

による個人的尋問に服した証人により，行われるものである」ことは，合衆国

憲法により明示的に保障されている「不可欠な諸条件」の1つである。

　その他の多くの判決にも，このような考えかたが示されている。いくつかの

初期の判例の中には，被告人が反対尋問の事前的機会を持っていたとしても，

事前の証拠は刑事裁判において許容されないと判示したものさえあるが，多く

の裁判所はこのような見解を否定し，すぐさま反対尋問の事前的機会を理由と

する許容性を再確認した。19世紀の学説はこのルールを認めた。

　（2）以上の歴史的検討から，2つのことを確認することができる。第一に，

対面条項が制定時に狙いを定めた主要な害悪は，被告人に対する一方的尋問

（ex　parte　examination）から得られた供述を，被告人に不利な証拠として用

いることである。修正6条は「自己に不利な証人」との対面権を保障している

が，そこにいう「証人（witness）」とは，制定時の辞書によれば，「証言を行

う（bear　testimony）」者のことであり，「証言」とは，典型的には，「ある事

実を確認ないし証明する目的のためになされる正式の供述」のこととされてい

る。つまり，testimonial　statement（、5）こそが，修正6条の主たる関心事なの

（14）So6Crawford　v．Washington，吻観note10，at49（卿枷g　State　v．

　Campbell，30S．C．L．124（1844））．

（15）“testimonial　statement”ないし“testimonial　hearsay”という言葉の訳出

　は困難なため，差し控えた。この点につき，浅香ほか・前掲注（4）260頁［酒

　巻匡発言］参照。
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である。testimonial　statementという概念は，様々な規定のしかたが考えら

れるが，いずれにせよ，本件のような，警察官が尋問下で採取した供述が，

testimonial　statementに包含されることに疑いはない。

　第二に，testimonial　statementを行った証人が公判に出廷しない場合，そ

の証人が証言不能で，かつ被告人が反対尋問の事前的機会を有していた場合に

限り，これを証拠として許容するというのが，起草者の意図であった。これに

対して，裁判所が自由な例外を設けることは，できないのである。

　Roberts判決の判断枠組みは，以上の2点から逸脱するものである。という

のも，その判断枠組みは，あらゆる供述証拠について，その許容性を信頼性の

徴愚に条件付けているため，一方では，testimonial　statementではない供述

証拠にまで詳細な憲法的判断が必要となってしまい，他方では，反対尋問の事

前的機会を欠くtestimonial　statementであっても，信頼性の徴愚を根拠とし

て許容されてしまうからである。

　testimonial　statement　本件におけるシルビアの供述はそこに含まれる

一に対する修正6条の保護について，起草者が，証拠規則や，裁判官による

信頼性の評価によって例外を認める趣旨であったとは考えられない。むしろ対

面条項は，反対尋問の厳しいテストを経るという，特定の方式による信頼性の

評価を要求しているのである。Roberts判決のテストは，信頼性についての単

なる裁判官の判断に基づいて，当事者対抗的な手続による尋問を経ない証拠が

陪審の耳に届くことを許す。その場合，憲法上に規定された信頼性評価方法

は，全く異質な方法に取って代わられてしまう。この点，対面条項の例外とは

全く違う。対面条項の例外は，代替的な信頼性評価方法となることを主張する

ものではないのである。例えば，違反行為による失権（forfeiture　by　wrong－

doing）のルールによれば　　我々はこのルールを承認する　　，まさに衡平

を理由として（on　the　equitable　grounds），対面を求める主張は退けられる。

それは，信頼性を評価する代替手段となろうとするものではない（、6）。

　Roberts判決の判断枠組みは，予測不能であり，典型的な対面権侵害にさえ

十分な保護を与えることができない。信頼性という概念は，全く実体のない概

（16）S66Reynolds　v．United　States，98U．S．145（1879）．本件では，重婚の罪に

　問われた被告人が，第2婦人による以前の公判における供述についての許容性

　を争ったが，彼女の利用不能性が被告人の策略に由来することを理由として退

　けられた。Crawford判決が，違反行為による失権の問題の重要性を高めたと

　みるものとして，Deahl，S砂窺％oセ4参照。
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念とまではいえないまでも，不明確な概念である。ある供述に信頼性があるか

どうかにかかわるファクターは，無数にある。しかし，裁判所が行うそれらの

ファクターの判断にはばらつきがあり，あるファクターについて，その存在を

根拠として信頼性が認められる場合もあれば，その不存在を根拠として信頼性

が認められる場合もある。このような予測不能性の問題もあるが，Roberts判

決の判断枠組みの許しがたい欠陥は，やはり，対面条項が明らかに排除しよう

とするtestimonial　statementを，信頼性を理由として許容することができて

しまう点にある。

　下級審では，シルビアの供述の許容性が，Roberts判決の判断枠組みに則っ

て判断された。その判断が二転三転していることは，上記の予測不能性の証左

といえる。下級審が，できる限り誠実に信頼性の認定を行ったことに疑いはな

いが，そもそも，testimonial　statementであるシルビアの供述は，被告人に

よる反対尋問の事前的機会を欠く以上，これを許容することは修正6条違反で

あり，違憲である。

　以上のような法廷意見はRoberts判決を「覆す（overrule）」ものであると

評価する，レーンクィスト長官執筆の結論同調意見がある（、7）。

　供述がtestimonialか否かに着目して，両者を区別して扱うことは，法廷意

見の主張とは裏腹に，さほど充分な歴史的ルーツを有しない。コモン・ローお

よび起草者はむしろ，宣誓の有無に着目していたように思われる。当裁判所

も，一貫して，供述がtestimonia1か否かには着目してこなかった。対面条項

が，testimonialな供述に対して絶対的な保護を与えているとは認めがたい。

そのような理解は，真実発見に資するところが少ないし，長年の知恵を無視す

るものである。確かに，先例拘束性（stare　decisis）の原理は絶対的要請では

ない。しかし，Roberts判決を覆して曖昧な基準を置くことにより，裁判所や

検察は，供述がtestimonialか否かという区別に苦しむことになる。

　原判決は，クロフォード夫妻の供述が相互補強的であるかどうかにのみ着目

している点で，Idahov．Wfight判決のルール（信用性の個別的保障の存否は，

供述をなす際の客観的状況によって判断しなければならず，供述内容を補強す

る他の証拠を含めてこれを判断してはならない）に違反しているため，破棄を

免れない（18）。

（17）　オコナー裁判官同調。

（18）S861daho　v。Wright，497U．S．805（1990）．本件につき，岡上・前掲注（2）

　61－70頁，松原・前掲注（2）「問題状況」235－237頁，堀江・前掲注（2）r証入
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IV　解　　説

　（1）本判決においては，被告人に不利な妻の法廷外供述を証拠として許容

することが，修正6条の定める対面権の侵害にあたるかが争われた。はじめに

述べたように，従来の先例であったRoberts判決は，公判廷外の供述に関す

る伝聞を証拠として許容するための要件として，基本的に，利用不能性と信頼

性の徴愚とを要求していた（、g）。これに対して，本判決は，供述をtestimonia1

なものとそうでないものとに分け，testimonial　stαtementの許容性の要件と

して，利用不能性と，被告人による反対尋問の事前的機会とが必要である，と

の判断を示し，本件の供述について被告人による反対尋問の事前的機会が欠け

ていることを理由として，その許容によって被告人の対面権が侵害されると判

示した。

　（2）本判決の示した枠組みによれば，供述がtestimonialか否かが，法廷

外供述の証拠としての許容性に決定的な影響力を及ぼすことになる。本件にお

けるシルビアの供述がtestimonialであることは，繰り返し強調されている。

しかし，本判決は，testimonialという概念を必ずしも厳密には規定せずに

（「他日を期す（2。）」とある），概念規定の例を挙げるに留めている。すなわち，

「一方的法廷内証言又はそれと機能的に等価のもの　　つまり，宣誓供述書や，

拘束下の尋問，被告人が反対尋間しえなかった事前の供述，これらと類似した

公判前の供述のうちそれが訴追に用いられることを供述者が合理的に予期しえ

たものなどのことである。（2、）」，「司法手続外の供述とは，……宣誓供述書や，

供述録取書，事前の証言，自白を含むものである。（22）」，「実在の証人であれ

ば後の公判で供述が用いちれることがありうると思うのが合理的であるような

状況下でなされた供述。（23）」の3例が，いずれかの採用を明示することなく，

　　審問権」（二）27－29頁参照。

（19）　S8εOhio　v．Roberts，szφπz　note3。

（20）S6εCrawford　v．Washington，吻窺note　lO，at68．

〈21）　S6εづ4．at51　（gz‘o劾zg　Brief　for　Petitioner23）．

（22）SθεWhite　v．111inois，502U．S．346，365（1992）．本件につき，松原・前掲注

　　（2）「修正6条の対質条項」126頁，堀江・前掲注（2）「証人審問権」（二）12－

　　14頁参照。

（23）SεεCrawford　v．Washington，吻㎎note10，at52（卿枷g　Brief　for

　　National　Association　of　Criminal　Defense　Lawyers　et　a1．as　Amici　Curiae）．
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並べられているのである。第一のものが，供述者の主観に着目している点，ま

た，第三のものが，供述時の客観的状況に着目している点に，特徴を見出すこ

とができよう。また，testimonial　statementには，「最低限，予備審問におけ

る以前の証言や，大陪審の面前での証言，以前の裁判における証言，また，警

察官の尋問に対する証言が含まれる」との記述もある（24）。他方，non－testi－

monial　statementの定義は見当たらないが，そこに含まれるものとしては，

知人にかけるちょっとした言葉や，業務記録（business　record），共謀の実現

に向けられた供述などが挙げられている（25）。

　（3）　このように，供述がtestimonialか否か，という判断には不明確な部

分が残されているが，この区別が可能であることを前提にすると，対面条項の

守備範囲をtestimonialstatementに限定するかどうか，という問題が生じる。

この問いを肯定する見解として，例えば，White判決の一部同調及び結論同

調意見は（26），「対面条項は，それが対象としていた歴史的害悪を超えて解釈さ

れるべきではなかろう。」とする（27）。

　しかし，本判決は，そのような主張を全面的に採用するものではない。とい

（24）S66げ4．at68．

（25）　　S66づd．at51，56．

（26）S66White　v．IIlinois，s吻鵤note22，at366．トーマス裁判官執筆，スカリ

　　ア裁判官同調。

（27）　同様の方向性を示す学説として，Amarは，修正6条にいう被告人に不利な

　　「証人（witness）」とは，（証言台に立って公判廷において証言を行う者に加

　　え，）法廷での使用を念頭において準備され，証拠として法廷に提出される証

　言を行う者一一例えば，ビデオテープ，供述録取書，宣誓供述書一に限定し

　て解釈すべきであり，そのような解釈は対面条項の歴史的意義に合致する，す

　　なわち，訴追側が一方的に準備した証拠がもたらす不公正の排除という意義に

　合致する，と主張する（AKHIL　REm　AMAR，THE　CoNsTITuTloN　AND　CRIMINAL

　PRocEDuRE125－131（1997））。Friedmanも，次のように述べる（Richard　D．

　Friedman，Coψo蛎魏o％」7h6S6σκhヵ7動s露P露％吻1θs，86GEo．LJ．1011，

　1026（1998））。「公判前の供述について決定的な問題は，その供述はtestimo－

　nialかどうか，という問題である。もしtestimonialであれば，対面権の適用

　がある。しかし，testimonia1でなければ，対面権の適用はない（ただし，

　testimonia1でない供述も，対面権以外の証拠法上又は憲法上のルールによっ

　て排除されることはありうる）。かくして，対面権は，原供述者の一部にしか

　適用されないことになる。つまり，testimonial　statementsを行ったことで証

　人（witness）として振舞ったとみなされる者についてのみ，対面権の適用が

　認められるのである。」
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うのも，本判決の議論の射程は，testimonial　statementに限定されており，

non－testimonial　statementについては，明示的な判断は示されていないから

である。例えば，「たとえ，修正6条が，testimonialhearsayのみに関連して

いるわけでは必ずしもないとしても，testimonial　hearsayこそが修正6条の

主たる対象である（28）」とされており，non－testimonial　statementへの対面権

の保障が絶対的に否定されているわけではない。また，性犯罪の被害者である

子供が，事件直後にベビーシッターに対して行った供述と，病院で被害者の治

療にあたった医師に対して行った供述　　つまり，non－testimonial　state－

ment一が問題となったWhite判決において，対面条項の守備範囲をtesti－

monial　statementに限定すべきであるとの主張が検討され退けられた点にっ

いて（2g），本件におけるシルビアの供述が明らかにtestimonial　statementであ

ることを理由として，White判決が本判決によって否定されるかどうかにっ

いて明確に決定する必要はないとされている（3・）。さらには，「non－testimo－

nial　hearsayについて，伝聞法則を展開する自由を各州に認めることは，起草

者の構想と完全に合致する。（3、）」との記述もある。

　仮に，non－testimonial　statementを対面条項の守備範囲から切り離すこと

になれば，従来認められてきた伝聞証拠に対する憲法上の規制を否定すること

になり，そのことで被告人が不利な立場に立たされる可能性があろう（32）。逆

に，non－testimonial　statementについても，従来どおり対面条項の保障を及

ばせ続けようとするならば，その許容性に反対尋問の事前的機会が要求され

ず，信頼性の徴愚で足るとすることができる根拠を示す必要があるように思わ

れる。

　（4）本判決は，理論的に，先例と大きく異なるものといえる。判断枠組み

に少なからぬ変更が加えられたほか（結論同調意見では，本判決がRoberts

判決をoverruleするものであると表現している），対面条項と伝聞法則との関

係についても，本判決は，少なくともtestimonial　statementが問題となる場

面では，両者を決定的に分離するものといえるように思われるからであ
る（33）。

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

S66Crawford　v．Washington，吻昭note10，at53．

S66White　v．111inois，sゆ鵤note22，at352－353．

S66Crawford　v．Washington，吻鵤note10，at61．
Sθθ　づ4．at68．

松原・前掲注（2）「問題状況」242－243頁参照。
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　帰結における相違として，反対尋問の事前的機会を欠くtestimonial　state－

mentについて，従来の判断枠組みからはこれが許容される可能性があったの

に対して，本判決はその可能性を否定した，という点を挙げることができる。

しかし，non－testimonial　statementを含めて供述証拠の許容性を全般的にみ

ると，本判決の判断枠組みによっても，従来の最高裁判例の帰結を概ね導ける

ことが，判決第IV部で示されている。

　（5）最後に，利用不能性の要件と婚姻関係に基づく特権との関係について

触れたい。法廷意見において，原供述者シルビアの利用不能性についての明示

的な認定は見当たらない。この点について，仮に上告人タロフォードが，婚姻

関係に基づく特権を持ち出さず，かつ，シルビアの証人喚問を請求していたな

らば，シルビアはなお証人として利用可能であったのではないか，さらには，

上告人自ちがあえて妻と対面する権利を放棄したといえるのではないか，問題

とする余地がある。

　秘匿特権の，証言を強要されないという性質を重視すれば，当該特権は，本

来的に証人本人に帰属するものと、思われるが，本件で原供述者であるシルビア

本人が当該特権を明示的に行使した事実は認められない。他方，証言を行なう

ために配偶者の同意を要求するという規定形式が採られている結果（34），クロ

フォードの不同意の意思表示は，少なくとも事実上，シルビアの証言を妨げる

ものといえる。ワシントン州最高裁の判示によれば（35），当該特権に「訴えた

（invoke）」のはシルビアではなくクロフォードではあるが，そうであっても，

シルビアは証人として利用できなくなることに変わりはない。また，クロフォ

ードが妻の証人喚問を請求しなかったかちといって，必ずしも証人対面権を放

棄したことにもならない，という。このような理解の背後には，証人本人の秘

匿権を超えた，配偶者の証言を妨げる権利とでもいうべきものが想定されてい

るように思われる。

（33）Reed，s勿勉note4，at185－186は，「連邦最高裁は，Ohio肌Roberts判決

　により築かれた対面条項と伝聞法則の蜜月関係を，当該判決を覆すことによっ

　て破綻させた。」とみる。

（34）RevisedCode　of　Washington§5．60．060（1）につき，前注（6）参照。

（35）S66147Wn．2d424，434（2002）．
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V　おわりに

　連邦最高裁は，「興奮してなされた発言（excitedutterance）」について，原

供述者が公判における証言を行わない場合に，被告人による反対尋問の事前的

機会を欠いてもなお証拠として許容できるか，という問題にかかわる2つのド

メスティック・バイオレンス事件について，裁量上告を受理した。Hammon

v．Indiana事件では（36），事件現場に到着してすぐの警察官による質問への回

答として行われた供述について，Davisv．Washington事件では（37），緊急電話

（911emergency　call）での会話について，Crawford判決にいうtestimonial

statementといえるかどうかが問題とされている。原供述者（さらには警察

官）の主観（公判での使用を念頭に置いたか）や，供述が行われた際の客観的

状況が，testimonia1か否かという判断にいかなる影響を及ぼすかについて，

明確化が図られることが期待される（38）。

（二本柳　誠）

（36）　Sε2Hammon　v．Indiana，829N．E2d444（2005），‘ε蹴8甲鵤螂64，126S．Ct．

　552（2005）．

〈37）Sε2Davis　v．Washington，111P・3d844（2005），o飢脚漉4，126S．Ct．

　547（2005）．

（38）SθεCapra，sゆ㎜note4，at2447n・137；Martin，s吻彫note4，at135n．173。


